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（
質
問
の 

三
） 

答

弁

第

三

号 

   

衆
議
院
議
員
加
地
和
君
提
出
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
日
曜
日
等
の
休
業
法
制
化
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
八
八
第
三
号 

昭
和
五
十
四
年
九
月
七
日 

衆

議

院

議

長 
灘 

尾 

弘 

吉 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

大 

平 

正 

芳 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
加
地
和
君
提
出
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
日
曜
日
等
の
休
業
法
制
化
に
関
す
る
質
問
に 

対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

現
在
推
進
し
て
い
る
給
油
所
の
日
曜
・
祝
日
の
休
業
は
、
関
係
者
の
協
力
を
得
て
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
非
協
力
店
に
対
し
休
業
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
で
き
る
限
り
早
急
に
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う

要
請
し
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

通
商
産
業
大
臣
は
、
石
油
需
給
適
正
化
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
同
法

第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
に
直
接
給
油
す
る
事
業
を
行
う
石
油
販
売
業
者
に
対
し
、
営
業
時
間
の
短

縮
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
販
売
方
法
の
制
限
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
指
示
で
き
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。
し
か 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

給
油
所
の
日
曜
・
祝
日
の
休
業
に
よ
る
揮
発
油
の
消
費
節
減
効
果
を
、
マ
イ
カ
ー
の
使
用
自
粛
、
経
済
速
度

の
励
行
等
に
よ
る
節
減
効
果
と
区
別
し
て
は
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
の
消
費
節
減
効
果

は
確
実
に
出
て
き
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
給
油
所
の
日
曜
・
祝
日
の
休
業
の
徹
底
さ
れ
た 

し
な
が
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
石
油
需
給
適
正
化
法
を
発
動
す
べ
き
事
態
に
は
至
つ
て
い
な
い
。 

御
指
摘
の
よ
う
な
販
売
を
行
つ
て
い
る
給
油
所
に
対
し
て
は
、
日
曜
・
祝
日
の
休
業
に
協
力
す
る
よ
う
強
く

要
請
し
て
ま
い
り
た
い
。 

日
曜
・
祝
日
の
休
業
の
実
施
が
給
油
所
の
人
件
費
等
の
諸
経
費
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
各
々
の
給
油

所
の
経
営
条
件
、
雇
用
条
件
等
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
一
概
に
は
言
え
な
い
。 

四 

 



 

五 

今
年
六
月
以
降
の
全
国
の
揮
発
油
販
売
量
は
対
前
年
同
月
比
で
み
て
六
月
一
〇
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
七
月
九

九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
つ
て
お
り
、
今
年
一
～
五
月
の
平
均
が
一
〇
九
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
あ
つ
た
の
と
比

較
し
て
か
な
り
の
落
ち
着
き
を
見
せ
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




